
※オンラインにより実施（府議会議員は、議場の各議席で受講）

・ 府議会ホームページ内に「府民の政治参画の推進」ページを新設
・ 「府議会Ⅹ（旧Twitter）」及び「府議会Facebook」により条例及び上記

ホームページについて府民に周知

・ 府内小学校（国公立・私立を問わず）高学年の校外学習向けに、議場での
実地学習などの体験型校外学習プログラムを実施
（実績）６回（６校）、参加人数283名

・ 未来の大阪を担う若者が府議会活動について理解を深め、政治への関心や
参加意識の高揚につなげていただけるよう、高校生等を対象に「大阪府議会出
前授業」を実施

（実績）４回（４校）、参加人数143名

大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する年次報告書（令和５年度） 概要

有権者からの陳情の内容がエスカレートし、長文メールを

送り続けてくるなど対応に苦慮している。

要望受けのため面談したところ、許可なく動画を撮影され、
インターネット上で配信され、当該動画の中で誹謗中傷された。

事例１

事例２

大阪府議会出前授業

キッズ大阪府議会

府議会ＳＮＳの活用等

２．「大阪府 議会ハラスメント専門相談窓口」相談対応状況

５．市町村議会との連携

４．啓発・人材の育成等に資する施策の実施状況

３．研修の実施状況

日 時 令和６年２月21日(水) 14時15分～

テーマ 大阪府議会議員研修～府内の地方議会に関するハラ
スメントの根絶を目指して～
◇第１部ー府内の地方議会に関するハラスメント
（内閣府男女共同参画局「女性の政治参画
への障壁等に関する調査研究」令和２年）」
の報告）

◇第２部ー議員による職員に対するハラスメント
報道事例等

◇第３部ーパワーハラスメントの要因

講 師 太田 雅幸氏（弁護士）

<主な調査結果>
■議員の出産（産休を含む）を欠席事由として明記した規定の有無(有：42)
■欠席事由について明記した規定の有無(配偶者の出産(有：39)、育児(有：39)、

家族の介護(有：38))
■議員が利用できる保育施設（臨時を含む）の有無(有：2)
■議員が利用できる授乳室の有無(有：6)
■通称または旧姓の使用の規定の有無(有：30(運用含む))
■議会ハラスメントの防止に関する規定（倫理規定等）の有無(有：10)
■議会ハラスメントに関する相談窓口の設置(設置：1)   

・ 府民の政治参画の推進のための取組を実施するに当たっての参考とするため、府
内43市町村議会を対象に、「政治参画の推進に関する調査」（令和６年１月末
時点）を実施

政治参画の推進に関する調査

・ 府議会議員に対して実施した３.の研修の動画をYouTubeにて録画配信

議員研修の実施

⇒ 弁護士や警察に相談する方法があると助言するとともに、
当該市町村議会議長宛て、本事案について通知

⇒ 今後のために記録をとることを助言

相談・助言 対応

４件
パワハラ セクハラ マタハラ その他 調査

被害防止
措置等

３件 ０件 ０件 １件 １件（３人） ０件

・ 「府民に開かれた議会」をさらに推進するため、議場の一般見学を実施

議場一般見学

「大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する
条例」第14条に基づき、令和５年度における条例に基づく取組
みの状況についてとりまとめたもの。

１. 本年次報告書について


